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第２回養豚農業の振興に関する基本方針について意見を聴く会 議事概要（委員指摘と回答・対応）

日時：平成２７年２月６日 午後２時００分～４時３０分
場所：農林水産省７階 共用第１０会議室
出席者：別紙のとおり。

議事概要（委員からの指摘） 回 答 ・ 対 応

●文章に異存はないが、具体的かつスピーディにやってい （回答）努力する。
くことが重要。

●表現として「努める」「促す」となっているが、前提と （回答）表現上は「促す」となっているが、事業を活
して生産価格やコストについては反映されていないと 用してしっかり支援していくということに変わりは無
言うことか。 い。

●１０年後を見据えて、豚肉の自給率目標を６０％と書い （回答）自給率目標については、食料農業農村基本計
て欲しい。 画に記載されているため、入れていない。

ただし、二重になっても書くべきという事であれば、
その取扱いは数字を見た上で相談していきたい。

●基本的対応に、まず「規模拡大」という言葉が来ている （回答）規模拡大だけがコスト低減の手段であるとは
ことが引っかかる。規模の大小、家族か企業か、都市 思っていないが、規模拡大は一つの有効な手法であり、
か農村かに関わらず、多様な在り方を尊重すべき。 しっかり捉えるべき。

小さな養豚農業が駆逐されるようなことになっては
ならないが、基本的な方向としても考えている大きな
事項。

●畜産クラスター事業は未来永劫続くのか。「生産基盤を （回答）畜産クラスターは収益性向上のためと説明し
整備する」という記載では、ハードありきと思える。 ているが、収益性向上と生産基盤整備は相反するもの

ではない。

●肥育・繁殖の分業化の推進は、かつて分業化されていた （回答）肥育・繁殖の分業化は、離農するかしそうな
ものが、経営の効率化のために一体化が進んだという経 ところと組んで役割分担しながら、というスタイルの
緯があるが、伝染病対策という理解で良いか。 ところもあると聞いている。効率化ということでも一

つの手法であるが、疾病対策に重きを置いた記述であ
る。地域の状況をお聞きしたい。
→繁殖・肥育分業による専門農場化は、鹿児島では有
効。ＪＡ で繁殖センターを作り、農家に肥育専業を
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やってもらうなどしている。
（他の委員より）
（最終的には伝染病対策になっていると言うことで了
解ずみ。）

●廃業した養豚場をどのように活用するかも盛り込み、養 （回答）廃業後の養豚場の扱いについて使える支援事
豚は再生産できる農業だと示して欲しい。 業もあるが、様々な場合があるので、状況に合わせて

クラスター事業等で対応していきたい。

●オールイン・オールアウトは実際は難しい、パーシャル （対応）→パーシャルディ・ポピュレーションは、オ
ディ・ポピュレーションを実施して効果を上げている ールイン・オールアウトの概念の中に含まれるため特
農家もあるので検討してほしい。 記はしない。

●自給率向上を目指すには後継者が大事なので、順位を上 （対応）→指摘を踏まえて、後継者の記述を上に上げ
げてもよいと思う。 た。

●中小農家がグループを作って産直事業をしている例があ （回答）中小農家を支援していくことについてはクラ
るため、中小農家へ支援をして欲しい。 スター事業を利用できる。使いづらければ、相談をし

ながら進めていく。

●大企業も雇用の確保、と畜場の稼働率上昇、安定供給に （回答）企業経営、家族経営いずれもしっかり支援し
寄与しているので、大企業も養豚家であると規定して ていきたい。
ほしい。

●経営安定対策は中小家畜にとって重要であるため、もっ （回答）経営安定対策は制度であるため粛々と運営し
と力強く書いて欲しい。 ていくが、表現として強い感じが出せるか考えたい。

（対応）→記載ぶりを修正。

●経営安定対策は再生産できる価格でなくてはならない。 （回答）経営安定対策については、個別事業名を挙げ
「牛並み」とはいかなくても具体的に書いて欲しい。 て、負担割合をどうするかなどは基本方針の記述にな

じまない。
また、必要な見直しはすべきだと思うが、３月まで

に決めるものではない。必要と判断した無事戻しは２
７年度から実施するが、短期間でこの方針に盛り込む
べきものではない。

●「配合飼料価格安定制度の適切な運用」については、養 （回答）配合飼料価格安定制度は、現段階では必要な
豚では、経営安定に資するとして記述が必要か疑問。 制度だと考える。輸入依存の高い資材について、入り

口対策というより激変緩和の措置。
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（他の委員より回答）

●災害の備えについては、東日本大震災で経験し、非常に （回答）災害時の備えとして、当然行うべきことだけ
重要と思う。 書いてあるが、具体的なことが書ければ検討したい。

（対応）→畜舎の保険加入について記載。

●災害予防の推進については、建物共済も普及させるべき。 （回答）建物共済についても書いていきたい。
経営体として自発的に入ってもらうのが基本。 （対応）→畜舎の保険加入について記載。

●「外国産飼料依存からの脱却」は、ここまで言えるのか。 （回答）外国の政策変更や新たな穀物需要などの変動
（平成３２年度目標では、粗飼料は国産１００％と書いて 要因がある中、自国での供給を目指すという意味。こ
あるのを見たことがあるが、豚でここまで言うのか。） れは議員立法で作られたこの法律の基本的な考えに通

じる。

●飼料用米については交付金あっての事業だと思うが、先 （回答）飼料用米は１０年先を見据えて検討しており、
の見える取組が必要。 食料農業農村基本計画でH３７年度の目標を決めている。

今後、利用や生産の拡大をしていきたい。

●飼料用米については１０年先を見据えているとのことな （回答）飼料用米の保管施設については、農協の空き
ので、マッチングを進めている。保管施設等について 倉庫等を検討してみてはどうか。それが難しければ畜
はクラスター事業を活用して取り組みたい。 産クラスター事業でも整備できる。

●産地交付金については、加工米３年、飼料用米１年とい （回答）所管外になるが、地域の耕種農家と複数年で
うことで、全国の養豚農家は飼料用米の受け入れに投 氏用用米の契約を結ぶ、又は産地交付金について複数
資すべきか悩んでいる、複数年継続しないと投資でき 年の取組インセンティブを与えることができないのか、
ない。 再生協議会とご相談いただくといったところが現実的

対応として検討の余地があるのではと考えている。

●エコフィードに関しては、安全性について専門知識のあ （回答）飼料の安全性ガイドラインで対応している。
る人が少ない。

●食品リサイクル法で餌化が第一と言いながら、排出者側 （回答）飼料化への優先順位、インセンティブについ
のインセンティブが無い。 て、これから国会審議していただかなくてはならない

が、そのような予算も今提出しているところ。

●国内由来飼料の利用については、消費者を巻き込み理解 （回答）消費者への訴求については、エコフィードの
してもらうことが必要。エコフィード、飼料米を使っ 認証、WTOの内外無差別の中でどのような対応ができる
ていて、それがどのように自分たちのためになってい か考えたい。
るか知らせることが重要。
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●疾病問題については先手先手の対応を。 （回答）疾病については家畜伝染病予防法や種々の事
業で対策を進めているので、この基本方針には特別の
記載をしていない。

●ワクチンや消毒剤の備蓄についても触れて欲しい。 （回答）急にワクチンが必要になったときのための保
管事業を作ったところ。消毒薬については、今回は自
衛防疫を盛り込んでいるが、その中で備蓄等をしてい
くことになる。

●日々の農業管理について、県が行う事と国が行う事は明 （回答）国と県との仕分けを書く必要について、実際
確にすべき。 の手足の動きは各種疾病要領等で定めているので、ご

参照いただきたい。

●オートソーティングはうまくいかない農家も多い。あえ （回答）オートソーティングはある程度の規模が必要
て基本方針に入れるのか。 で、農家によってはうまくいかないという話も聞くが、

全ての農家に求めているわけではなく、「高度」な飼養
管理技術の一つ。

●環境問題について「移転」という言葉があるが、移転場 （回答）移転に関しては書き方を検討したい。
所等の斡旋も含めて記載して欲しい。 （対応）→「移転」という記述は削除した上で、「畜産

クラスターの仕組み等の下で、畜産環境アドバイザー
等の専門家を活用し、地域住民の理解が得られるよう
地域全体での取組が重要である。」に修正。

●「住民理解が得られない場合の移転」と書かれてしまう （回答）移転については書き方を慎重にしたい。移転
と、頑張っている生産者であっても移転せざるをえな しろという風に理解される可能性もある。適切な表現
い感じになるので書かないでほしい。移転を前提とす を検討したい。
るのではなく、畜産と社会が共存していくという言い （対応）→「移転」という記述は削除した上で、「畜産
方のほうがよい。 クラスターの仕組み等の下で、畜産環境アドバイザー

等の専門家を活用し、地域住民の理解が得られるよう
地域全体での取組が重要である。」に修正

●施設機械を導入するに当たっては、環境アドバイザーと （対応）→記載済み。
行うのがよい。

●臭気対策は発生場所に合わせた対策が重要。畜舎をきれ （回答）最適化の話は入れるか検討する。
いにしないと大きな脱臭装置を付けても仕方がない。 （対応）→記載した。

●学校給食は食育として自給率向上にも重要と思うが書く （回答）学校給食は文部科学省の管轄であること、畜
ことはできないか。 産物は単価が高いこと等から難しいと思う。また、最
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終的には学校側の選択によるところである。

●エコフィードの取組は興味がある。エコフィードを給餌 （回答）エコフィードは様々な形態があるが、安全性
した豚の品質について知りたい。 は管理されている。エコフィードを使った畜産物やエ

コフィードの認証事例を中央畜産会が公表したり、優
良事例がHPで公表されている。

●輸入豚肉に対しての国産豚肉の優位性に関しては、官民 （回答）輸入豚肉との差別化について、現在平行して
一緒に消費者への情報提供に取り組みたい。 議論している家畜改良増殖目標でも、食味の面を盛り

込んでいる。

●市場価格についても触れた方がよいのではないか。市場 （回答）枝肉価格の公平性については問題意識を持っ
流通量が減少し、価格の公平性が保てるのか。 ている。セリを建値に相対取引をした結果を集めて公

表できれば、別の価格形成機能を期待できるかもしれ
ないが、市場価格を公表してこれを使っていくという
世界は変わらない。

●食肉処理施設の再編整備について、食肉センターやと畜 （回答）市場流通割合は低下しているが、代替するも
場は１県１つというところも多く、頭数確保が難しい。 のは難しい。いずれにせよ大きな方向性は再編整備の

ため、地元の事情に合わせながら少しずつ進めていき
たい。

●原産地、機能性成分や地理についても表示できるように （回答）産地表示については、加工度が低いものにつ
してほしい。 いては義務づけられている。そのほかのものには消費

者庁の食品表示法の中で順次示されていくと聞いてい
る。
（対応）→原産地表示、地理的表示を記載。

●加工品の原産地表示については消費者も生産者も関心が （対応）→原料原産地表示を記載。
高い。例示も含めて一歩踏み込んだ記載をしてほしい。

●食品表示は生産物にはあるが、加工品にはない。加工品 （回答）産地表示については、加工度が低いものにつ
にも表示して地産地消できるようにしてほしい。 いては義務づけられている。そのほかのものには消費

者庁の食品表示法の中で順次示されていくと聞いてい
る。



第２回「養豚農業の振興に関する基本方針について意見を聴く会」出席者リスト　

委員

全国食肉センター協議会 常務理事 大杉　祐一

株式会社　シムコ 取締役 岡村　寛

生活協同組合連合会コープネット事業連合生鮮調達管理部 畜産担当次長 小川　明彦

JA全農畜産生産部 次長 神谷　誠治

鹿児島県経済農業協同組合連合会 養豚事業部長 久木田　春一

岩手県農林水産部畜産課 総括課長 小岩　一幸

一般社団法人日本養豚協会 会長 志澤　勝

株式会社日本フードエコロジーセンター 代表取締役 高橋　巧一

群馬県農政部畜産課 課長 野呂　明弘

財団法人　畜産環境整備機構 参与 羽賀　清典

事務局

農林水産省生産局 畜産部長 原田　英男

農林水産省　生産局　畜産企画課 課長 水野　政義

農林水産省　生産局　畜産企画課 畜産生産情報分析官 櫻井　保

農林水産省　生産局　畜産企画課 畜産環境・経営安定対策室長 伊藤　和夫

農林水産省　生産局　畜産企画課 調査官 関村　静夫

農林水産省　生産局　畜産振興課 飼料需給対策室長　 三野　敏克

農林水産省　生産局　畜産振興課 畜産技術室長 渡辺　裕一郎

農林水産省　生産局　食肉鶏卵課 食肉需給対策室長 頼田　勝見

農林水産省　生産局　畜産振興課 課長補佐（飼料生産振興班担当）　　松本　賢英

農林水産省　消費・安全局　動物衛生課 課長補佐（保健衛生班担当） 星野　和久

農林水産省　消費・安全局　畜水産安全管理課 課長補佐（生産安全班担当） 珠玖　知志

別紙
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